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令和８年４月分の例月出納検査の結果に関する報告書について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和８年４月分の出納検査を実施しま
したので、 同条第３項の規定により、 次のとおり結果に関する報告書を提出します。

例月出納検査の結果に関する報告書

第１検査の概要
（１）検査の対象

　　　

令和８年４月末日における次の各会計、 基金等に係る現金、 預貯金等の保管状

　　

況及び４月の出納状況

　　　

①会計管理者の権限に属する一般会計、特別会計（国民健康保険事業費事業勘

　　　

定、介護保険事業費保険事業勘定、介護保健事業費介護サービス事業勘定、

　　　

後期高齢者医療費事業勘定）

　　　

②水道事業管理者の権限を行う町長に属する水道事業会計

　　　

◎病院事業管理者の権限を行う町長に属する病院事業会計

（２）検査の実施日

　　

令和８年５月２０日、２１日

（３）実施した検査手続き

　　　

検査の対象となった現金等の出納について、 会計管理者、 水道並びに病院企業

　　

出納員から提出された資料と各金融機関の預貯金の残高証明書、関係帳簿、証拠

　　

書類等との照合やその他通常実施すべき検査手続きを実施した。

第２検査の結果
（１）会計管理者の権限に属する分

　　　

検査対象期間末日における、会計管理者保管の歳計現金及び歳入歳出外現金並

　　

びに基金の合計金額は、７，４８３，２１６，６３９円で、 その内訳は次のとおりで、 金額に

　　

ついては、 預金通帳等の検査により確認した。

ｌ



①現金（一般会計）

　　

１６１，１００円

１，１９２，５７８，７５５円

８０Ｑ５４６，９７６円

　

８２，７７０，７５６円

２８８，４９４，５３３円

　

５，００５，０１４円

　

１５，７６１，４７６円

　

１８，１８６，１６６円

６，２７２，２９０，６１８円

２，９６１，０３３，７３１円

４０８，７７３，４４６円

５２３，９６０，９１２円

　

２２，３８９，８０３円

　

４４，２１２，４００円

　

３３，７１３，９２６円

　

５，０００，０００円

　

５８，５７５，３４３円

　

９，０ＯＱＯＯＯ円

２６５，１４１，１４４円

　

３，０００，０００円

１２０，０６１，０００円

１，０２７，６０１，０００円

１３４，５３５，０００円

２３５，９４３，０００円

　

７，０７２，０００円

２８８，２７８，０００円

　　

２，２４８，０００円

　　

１，７２６，９１３円

１２０，０２５，０００円

②預金合計
ア．－般会計
イ．国民健康保険事業費事業勘定
ウ．介護保険事業費保険事業勘定
工．介護保険事業費介護サービス事業勘定
オ．後期高齢者医療費事業勘定

③歳入歳出外現金（源泉所得税外）

④基金合計
ア．財政調整基金
イ．減債基金
ウ．ふるさと活性化基金
工． 中山間ふるさと水と土保全基金

オ．内之浦小・中学校敷地購入事業基金
力．奨学基金
キ．青少年等育成基金
ケ．優良牛保留資金貸付基金

コ．国民健康保険高額医療資金貸付基金

サ．介護給付費準備基金

シ．介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金
セ．農業農村整備事業基金

ソ．地域振興基金
夕．地域環境整備事業基金
チ．肝付町キバレふるさと基金

ツ．地上デジタル放送再送信施設修繕基金

テ．公共施設等総合管理基金
ト．森林環境譲与税基金
ナ． 肝付町かごしまエコファンドクレジット事業基金

二． 子ども未来基金

合計 【①＋②＋⑨＋④】

　　

７，４８３，２１６，６３９円

２



（２）水道事業会計に属する分

　　

検査対象期間末日における水道事業管理者の権限を行う町長の保管現金総額

　

は、３９３，９８２，９５５円で、 その内訳は次のとおりで、 金額については、 預金通帳、

　

郵便切手等の検査により確認しました。

①現金 ０円

②預金 ３９３ノ９６５，６５５円

　　

１７，３００円③郵便切手

（３）病院事業会計に属する分

　　

検査対象期間末日における病院事業管理者の権限を行う町長の保管現金総額

　

は、 ９５２２７，５０４円で、 その内訳は次のとおりで、 金額については、 金融機関の

　

預金残高証明書、郵便切手等の検査により確認しました。
①現金 ９０，０００円

②預金 ９５，１０８，２４４円

　

２９ン２６０円⑨郵便切手

《指摘事項》

　

病院事業会計において、出納処理済の押印間違いや資金前渡における債権者の登録な
ど不適切な事務処理が見受けられた。また、伝票起票においては、支出伝票に添付資料
（見積執行調書・契約書の写し・検査調書の写し等）が確認できなかった。請求書を受
領して支払いをするまでの事務処理については、病院会計規則及び肝付町財務規則等に
則り再確認し、 チェック体制の見直しを検討されたい。

《終わりに》

　

令和８年４月３０日現在における、会計管理者、水道並びに病院の企業出納員の出
納事務については、出納簿並びに各証拠書類、その他関係帳簿の検査の結果、計数に
誤りはなく、 台帳整理においても概ね整理され、 会計経理は適正と認めた。

３


